
COVID-19感染疑い症状がある場合の対応マニュアル【学外(夜間・土日祝)】 

次の症状等がある場合には下記のフローに沿って行動する。（※大学院の場合は学生支援委員長を研究科学務委員長に読み替えること） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※COVID-19対策本部メンバーが交代で学校携帯所持 

 

 

 

                                               

                                                 

   

 

 

 

  

 

※学校携帯所持者以外の COVID-19 対策本部メンバーが 

学生の報告メールに気付いた場合、学校携帯所持者へ通知 

（メール or電話） 

学校携帯①:080-2773-6266 

学校携帯②080-8386-7142 

                          

＜登校の条件＞ 次の 1) および 2) の両方の条件を満たすこと 

1) 発症後に少なくても 8 日が経過している 

2) 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に 

  少なくても３日が経過している 

*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤 **咳・咽頭痛・息切れ・ 

 全身倦怠感・下痢など 

（日本渡航医学会、日本産業衛生学会『職域のための新型コロナウイルス感

染症対策ガイド(第 3版)』） 

※他の感染症の診断がついた場合や検査結果（胸部 X 線、CT、血液検査

等）から新型コロナウイルス感染症の可能性が低いと主治医が判断した場

合解熱後登校可能とする。（学校感染症除く） 

 

 

学外（夜間・土日祝）に COVID-19感染疑い症状あり 

学生はかかりつけ医へ電話（休診の場合帰国者・接触者相談センターへ電話） 

学生は受診したことを COVID-19 対策本部へ報告 

学校携帯所持者は問診事項をメールで送付 

（別添：新型コロナウイルス感染症疑い学生質問事項」参照） 

＜学生からの受診報告があった場合＞ 

学生支援委員長は以下のことを指示 

〇学生支援委員会は学内での接触者記録を準備 

〇学生支援係は構内図および座席表等を準備 

受診・検査等について指示 

PCR 検査結果 

陽性 or 陰性 

Innsei  

 

 

学生は COVID-19 対策本部へ報告。 

 

学生支援委員長は登校の条件について学生へ説明 

入院・療養 

 

学生は COVID-19 対策本部へ報告 

陰性 

陽性 

学務課は科

目担当教員

へ連絡 

学生支援委員

長は経営会議

構成員へ報告 

学生支援委員長は登校の 

条件について学生へ説明 

＜登校の条件＞ 次の 1）および 2）の両方の条件を満たすこと。 

入院していた者については、退院時に主治医からの指示を参考にする。 

1) 発症後に少なくても 10日が経過している 

2) 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくても３日が経過している 

*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤 **咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など 

（日本渡航医学会、日本産業衛生学会『職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(第 3 版)』） 

 

学生支援委員長は産業医・学

校医・保健管理担当教員・学

務課へ報告 

上記の感染疑い 

 症状の有無 

自宅で安静 or かかりつけ医受診 

 

学生はかかりつけ医 or 帰国者・接触者外来を受診 

あり なし 

学生は登校の条件を満たしているか、

学生支援委員長が学校医へ確認後、

登校 

 

学生は登校の条件を満たしているか、学生支援委員長が学校医へ確認後、登校 

学外(夜間・土日祝) 

学生はかかりつけ医 or 帰国者・接触者

相談センターからの指示を COVID-19 対

策本部へメールで報告 

（jrchoken@jrckicn.ac.jp） 

 

COVID-19 対策本部は産業医・

学校医・衛生管理者へ報告 

COVID-19 対策本部は陽性者

発生時マニュアルに従って対応 

●新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合：（帰国者・接触者相談センターへの相談目安） 

① 呼吸困難感、倦怠感、37.5 度以上の発熱等の症状が１つでもある場合 

② 基礎疾患（※）があり、健康管理表に記載されている症状がある場合 

   ※基礎疾患：糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など）などがある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方 

③ 上記以外で、発熱（※）や咳など健康管理表度に記載されている症状が４日以上続く場合（なお、症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐに相談が必要） 

※発熱：一般に 37.5 度以上の場合。ただし、症状には個人差があるので、平熱とあわせて判断する（厚生労働省『新型コロナウイルスに関する Q＆A(一般の方向け)』） 

●家族に新型コロナウイルスの感染疑い（濃厚接触含む）がある場合 
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【COVID-19 対策本部連絡先】 

jrchoken@jrckicn.ac.jp 


